
資料３ 

 

 

 

鎌倉のごみ減量をすすめる会運営要領 

 

 

この要領は、鎌倉のごみ減量をすすめる会設置要綱（以下「要綱」という）第 13条に基づき、

鎌倉のごみ減量をすすめる会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第１ 入会 

１ 要綱第４条で定める入会登録申込書は、様式１のとおりとする。 

 

第２ 退会 

１ 要綱第５条で定める退会届は、様式２のとおりとする。 

 

第３ 個別行動チーム 

１ 要綱第 10条で定める個別行動チームは、以下のとおりとする。 

(1)生ごみ減量チーム 

(2)発生抑制チーム 

(3)広報チーム 

 

第４ 庶務 

１ 要綱第 12条で定める庶務については、以下のとおり行う。 

(1)要綱第 12条第２項第１号に定めるものの人数は、２名以下とする。 

(2)全体会に係る庶務は、事務局において行う。 

(3)個別行動チームに係る庶務は、各個別行動チーム内において行う。 

(4)運営委員会に係る庶務は、事務局において行う。 

(5)会員等の入会、退会、登録に係る事務は、要綱第 12条第２項第２号において行う。 

 

付則 この要領は、平成 24年３月 26日から実施する。 



様式１ 

鎌倉のごみ減量をすすめる会 

 

入会登録届 

 

お名前 
ふりがな  

 

 

ご住所 

〒 

お電話番号 
 

電子メールアドレス 
 

所属団体・会社等  

事務局からの各種通知は、どの方

法を希望されますか。 
□電子メール 

□郵送 

□その他(               ) 

電子メールアドレスは、他の鎌倉

のごみ減量をすすめる会のメンバ

ーに公開しても良いですか。 

□公開して構わない 

□非公開を希望 

メールにファイルを添付してよい

ですか。 
（電子メールアドレスを記入し、かつ

電子メールでの通知を希望された方の

み） 

□構わない 

□添付はしないで欲しい 

( □データは郵送希望 □データ不要 ) 

事業者としてのご意見も伺えます

か。 
（販売店などごみの排出を伴う事業活

動を行っている方のみ） 

□構わない  
（上記の「所属団体・会社等」に会社名等の記入を

お願いします。) 

□私個人としての参加である 

どの個別行動チームに入ります

か。 

（複数チームの掛け持ち可） 

□生ごみ減量チーム 

□発生抑制チーム 

□広報チーム 

事務局使用欄 

 

 

受付年月日： 

 



 

様式２ 

 

鎌倉のごみ減量をすすめる会  

 

退 会 届 

 

 

 

このたび都合により鎌倉のごみ減量をすすめる会を退会したく、鎌倉のごみ減量をすすめる

会設置要綱第５条の規定に基づき、退会届を提出いたします。 

 

 

（あて先） 

鎌倉のごみ減量をすすめる会 

 

 

平 成   年   月   日  

 

 

氏 名                   

 

 

住 所                             

 

 

連絡先                             

 

 

 

退会理由など（記入は任意です） 

 

 

 

 

 

 

 

 


